
⑷ 

織
田
信
長
黒
印
状 

  

［
天
正
三
年
（
一
五
七
五
） 

小
早
川
左
衛
門
佐
（
隆

景
） 

宛
］ 

 

就
北
国
逆
徒
等
令
退
治 

示
給
候
、
殊
太
刀
一
腰
馬 

一
疋
懇
切
之
至
候
、
彼
地
之
躰 

先
書
申
送
之
条
、
不
及
重 

説
候
、
悉
以
明
隙
候
間
去
月 

廿
六
日
納
馬
候
、
近
日
可
為
上 

洛
之
条
、
猶
自
京
都
可
申 

述
候
、
猶
二
位
法
印
可
申
候
、 

恐
々
謹
言
、 

 

十
月
二
日 

信
長
（
黒
印
） 

 

小
早
川
左
衛
門
佐
殿 

  
 

（
切
封
ウ
ハ
書
） 

「
小
早
川
左
衛
門
佐
殿 

信
長
」 

      



読
み 

 
北
国
逆
徒
等
退
治
せ
し
む
る
に
つ
き
示
し
給

ひ
候
、
こ
と
に
太
刀
一
腰
と
馬
一
疋
懇
切
の
至

に
候
、
彼
地
の
躰
先
書
申
し
送
る
の
条
、
重
ね

て
説
く
に
及
ば
ず
候
、
悉
く
以
っ
て
隙
き
明
き

（
す
き
あ
き
）

候
間
、
去
月
廿
六
日
納
馬
候
、
近
日

上
洛
た
る
べ
く
の
条
、
猶
京
都
よ
り
申
し
述
ぶ

べ
き
候
、
猶
二
位
法
印
申
す
べ
く
候
、
恐
々
謹

言
、 

 

十
月
二
日 

信
長
（
黒
印
） 

 

小
早
川
左
衛
門
佐
（
隆
景
）
殿 

  
 

（
切
封
ウ
ハ
書
） 

「
小
早
川
左
衛
門
佐
殿 

信
長
」 

  

・
・ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・ 

       



意
味
と
解
説 

 

北
国
逆
徒
（
越
前
一
向
衆
）
等
を
討
伐
し
た

こ
と
に
つ
い
て
手
紙
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

（
そ
れ
に
あ
わ
せ
て
）
太
刀
一
振
り
と
馬
一
疋

を
頂
戴
し
感
謝
し
て
い
ま
す
。
討
伐
の
様
子
は

先
に
書
状
で
送
っ
た
と
お
り
な
の
で
重
ね
て

説
明
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
す
べ
て
決
着

が
つ
き
先
月
（
九
月
）
二
六
日
に
（
岐
阜
へ
）

帰
陣
し
ま
し
た
。
近
日
中
に
京
へ
上
が
り
ま
す

の
で
、
京
都
か
ら
手
紙
を
出
し
ま
す
。
こ
の
こ

と
は
（
使
者
の
）
二
位
法
印
（
右
筆
の
武
井
夕

庵
）
が
申
し
ま
す
。 

 

長
く
続
い
て
い
た
一
向
一
揆
に
つ
い
て
、
天

正
三
年
（
一
五
七
五
）
八
月
、
信
長
は
自
ら
越

前
へ
出
陣
し
て
壊
滅
さ
せ
、
九
月
二
六
日
に
岐

阜
に
帰
陣
し
ま
し
た
。
毛
利
側
か
ら
進
物
と
し

て
太
刀
と
馬
を
贈
ら
れ
、
小
早
川
左
衛
門
佐

(

隆
景)

に
対
し
て
感
謝
の
気
持
ち
を
表
わ
し

て
い
ま
す
。 

  


